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依存性や習慣性があり、中枢

神経系の興奮若しくは抑制又は

幻覚の作用を有する物として、覚醒

剤、大麻、MDMA、 コカイン、ヘロイン、

向精神薬等があり、これらの取扱いが法令

により禁止又は制限されています。
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規制されている主な薬物

覚 醒 剤

「アイス」、「氷」、「シヤブ」、「S(エス)」 、「スピード」等の隠語で呼ばれており、

主に無色又は白色の結晶性粉末ですが、氷砂糖のような結晶体のものもあります。

また、錠剤型のものもあります。

幻覚や妄想が現れ、中毒性精神病になりやすい。

使用をやめても、フラッシユバック(再燃)することがある。

大量に摂取すると死に至る。

乾燥大麻 (「 マリフアナ」、茶色又は草色 )、 大麻樹脂 (「 ハシッシュ」、暗緑

色の棒状又は板状 )、 液状大麻 (「 大麻リキット」、暗緑色又は黒色の油状 )

があります。

知覚を変化させ、恐慌状態 (いわゆるパニック)を引き起こすこともある。

乱用を続けると、学習能力の低下、記憶障害、人格変化を起こす。

※上記 f作用等」については、厚生労働省ホームページ「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動バンフレット(一般啓発用)令和4年度

(https://1wNvw.rnhlw gO ip/cOntent/11120000/000835000 pdf)」 から引用。

四

■

結晶状の覚醒剤
′
結晶性粉末状の覚醒剤

｀
錠剤型の覚醒剤

大 麻

大麻草 乾燥大麻 液状大麻 (カートリッジ入り)
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コ カ イ ン

形状・

俗称等

南米産のコカの木の葉を原料とし

た麻薬であり、無色の結晶又は

白色の結晶性粉末で、俗に「チャ

り」、「コーク」等と呼ばれることもあります。

幻覚や妄想が現れる。

大量に摂取すると全身けいれんを

起こすほか、死に至る。

向精神薬は、中枢神経に作用し

て、精神機能に影響を及ぼす物質

で、その作用によって鎮静剤系と

興奮剤系の2つ に大別されます。

睡眠薬、精神安定剤など医療用と

して用いられているが、乱用する

と精神及び身体へ障害を与える。

また、依存により、思考、感覚及び行動に

異常をきたす。

化学的に合成された麻薬であり、

本来は自色結晶性の粉末です

が、様々な着色がされ、文字や

絵柄の入つた錠剤やカプセルの形で密売

され、俗に「エクスタシー」、「X(バツ)」

等と呼ばれることもあります。

知覚を変化させ幻覚が現れるこ

とがある。

大量に摂取すると高体温になり、

死に至る。

指定薬物とは、中枢神経系の興奮、抑

制又は幻覚の作用を有し、かつ人体に使

用された場合に保健衛生上の危害が発生

するおそれがある物として、厚生労働大

臣が指定したものをいいます。

指定薬物及びこれを含有する物は、医

薬品医療機器法 (注 )において、製造、輸

入、販売、所持、使用、購入、譲受け等

が禁止されています。

八―ブ、アロマ等と称して販売される
「危険ドラッグ」には、指定薬物、規制薬

物 (覚醒剤等 )や、これらに化学構造を

似せて作られ、これらと同様の薬理作用

を有する物品が含まれています。
(注 )医 薬品 .医療機器等の品質、有効性及びす奎性の確保等 |こ 閲する法律

MDMA
(合成麻薬 )

作用等

コカイン粉末

作用等

向 精 神 薬
MDMA

種 類

指 定 薬 物
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薬物乱用の弊害と法規制

薬物乱用による精神・身体への弊害 ●

覚醒剤を始めとする薬物の使用により、一時的に頭が冴える、神経が興奮するというような感覚を

得たように感じられることがありますが、精神や身体には次のような様々な障害が生じ、精神と身体

の両面に悪影響があります。

精神の有害性としては、意識障害のほか、薬物の効き目が切れると脱力感や疲労

感に襲われ、幻覚、妄想といつた症状が引き起こされたり、常軌を逸した行動や発作

的に半狂乱の状態に陥ることなどがあり、覚醒剤精神病等の精神疾患に罹患するこ

ともあります。

身体への有害性としては、血圧上昇や脳血管疾患、心疾患、肝機能障害等の発

症のほか、注射器の使い回しによるAIDS(エイズ )、 肝炎の発症や皮膚の損傷等

が挙げられます。

精神への

有害性

身体への
有害性

依存性・

耐性

乱用方法

の差異

社会に与える影響 ●●

薬物を乱用すると、その

薬理作用から幻覚、妄想等

の精神障害に陥り、殺人、

強盗、放火等の凶悪な犯罪

や重大な交通事故等を引き

起こすことがあります。

また、薬物の購入資金を

得るための窃盗等の犯罪も

発生しています。

3 令和5年度版 薬物乱用のない社会を

放 火 交通事故

規制される薬物は、脳等の中枢神経系に作用することから、薬物の効果が切れた時

の苦痛から逃れるため、薬物による効果を強く求めるようになる「依存性」が形成さ

れます。

また、薬物を繰り返し使用しているうちに同じ量では効かなくなる「耐性」も生じます。
「一度だけ」という好奇心や遊びのつもりでも、薬物の依存性と耐性によつて、使

用する量や回数はどんどん増える悪循環に陥り、自分の意思ではやめることができな

くなります。

さらに、使用するのをやめて長期間経つた後にも、突然、幻覚や妄想等の精神障害

が現れるフラッシュバック (再燃現象)が起こることがあります。

乱用の方法について、覚醒剤を火であぶり煙を吸引する方法や、大麻を食べ物

に混ぜて摂取する方法等によると害が少ないといつた誤つた情報もありますが、どの

ような摂取方法であつても薬物乱用は身体・精神に有害です。
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薬物乱用は乱用者本人のみならず、家族や友人等の周囲の人、更には社会全体に害悪を及ぼす重

大な犯罪です。

覚醒剤、麻薬等を使用、所持するなどの行為は、法律により禁止されており、違反者には重い刑罰

が科せられます。

覚醒剤の所持、使用

単純所持

営利目的

10年以下の懲役

1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金を併科

罰

則

の

一
例

単純所持

営利目的

5年以下の懲役

7年以下の懲役 情状により200万円以下の罰金を併科

麻薬 (コカイン、MDMA等合成麻薬、LSD等 )の所持

単純所持

営利目的

7年以下の懲役

1年以上10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金を併科

9,868 8,584 8,471 7,824
3,578 4,321 :  5,034 1  5,482 1  5,342

50 82 201 221 229
コカイン 197 188 157 240
ヘロイン 10 6 0 0
その他

覚醒剤事犯

大麻事犯

麻薬及び

向精神薬事犯

あへん事犯

16.000

12,000
9,868

8,000

4,000

3,578

8,584 8,471

4,321
5,034

158
2

7,824

5,482

:    163

6,124

204
15 3

多′′彰%薬物事犯検挙人員

1

７
，

＾
０

，
一1

―

―

うち
覚醒剤事犯検挙人員

うち
大麻事犯検挙人員

ｎ

）

6,124

5,342

注 1:本表の 数値 には、各薬物 に

係 る麻菜特例法違反 の検挙

件数・人員の数値を含む。

注2:本表 の薬物事犯 は、党醒剤

事犯、大麻事犯、麻葉及び向

精神薬事犯及 びあへん事犯

をいい、犯罪続計による。

平成30年から
令和4年

MDMA等 合成麻薬

H30区 分
年 次

13,862 14,07913,364
12,142

H30 Rl R2 R3 R4

令和5年度版 薬物乱用のない社会を 4

薬物乱用に関する法規制 ●

大麻の所持

⊂亜⊃

つ
“

４
，

各種薬物事犯の検挙人員の推移 ●

Rl R2 R3 R4

205
ハ
０

164

ヽ ↓

=,61
13,862 13,364 14,079 13,862
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興味本位で始めて、

大切な人を傷つけ、

いつしか密売人に。

泣かせた。

私が大麻を始めたのは10代の後

半です。映画や音楽の影響等、きつかけ

(よ些細なことだつたと思います。中学生がタバコを吸つ

て格好つけるように、当時の私は、大多数の人間が守

る法律を破り、まるで何かを成したかのような気分に

浸つていました。罪悪感など全く感じず、大麻に対す

る否定的な意見を目にする度に、「本当に有害なもの

であれば、海外で大麻が合法な国がある訳がない。」

などと都合良く解釈し、使用を続けてしヽました。SNS
等では、そういつた大麻に肯定的な情報を目にする機

会もありました。薬物の売人も、そのような言葉で買

い手の警戒や不安を取り除きます。初めてSNSで 大

麻を買つた時は、違法な薬物がスマホで簡単に、誰で

も買えてしまうことに驚きました。

大麻の乱用が当たり前になつた頃、使う量は始めた

頃とは比較にならない程増えました。一度の取引でま

とまつた量を買うようになり、その頃の私は、「大麻は

あるが金はない」といつた状態で、電気もガスも止まり、

生活はボロボロになつていました。さすがにこれはま

ずしヽと仕事を探しましたが、どれも魅力的で|よありま

せんでした。なぜなら手元の大麻を売れば、シャワー

は冷たい水から湯に戻り、少し贅沢もできると考えた

からです。

私は大麻の密売を始めました。SNSでアカウントを

作り、買い手を募集しました。取引は順調に進み、生

活も潤いました。この頃にはもう、大麻の密売をやめ

る気はなくなり、普通の仕事をすることなど考えもし

ませんでした。私 |よ大麻の「使用者」から大麻の「密

売人」になりました。

その日もいつも通り客から注文を受け、取引をする

して、大麻や覚醒剤の密売を手伝い、息

子自身も大麻を乱用してしヽました。そのことで息子は、

当時未成年でしたが、警察に逮捕されました。

息子は、昔から人懐つこい性格で、年齢や世代も飛

び越えてすぐに仲良くなれるような子でした。ですか

どうして気付いてあげられなかつたのか…。

母の後悔。

応援の警察官が集まつて来て、私は逮捕されました。

逮捕されて留置場にいた私のところに、友人からの

手紙や面会、差し入れが届きました。「お前がしヽなしヽ

と面白くない」と言つてくれた友人や、怒つてしヽるのに

悲しそうな顔を見せた父の顔を私は忘れることができ

ません。私の罪は、六法全書に書かれているよりもずつ

と重く、また、法律を破るというのは、自分の大事な人

達を傷つけ、苦しめる行為であると、その時ようやく

気付きました。

薬物に手を出して失うものは、様々な可能性があつ

たであろう自分の将来、そして離れてしヽつてしまつた

人達です。薬物に手を出せば、生活や人間関係が破綻

し、ヤケを起こした末に堕落し、自ら孤独へ向かいま

す。薬物犯罪に被害者はいないと言しヽますが、大切な

人を傷つけ、涙させ、場合によつては周囲から「犯罪

者の家族、友人だ。」と言われるなど、罪のない人を苦

しめることになります。これは立派な被害者ではない

かと思しヽます。

「ちょつとした興味や付き合いのつもりだつた。」そ

んな使い古された言葉で自分をこまかして取り返しが

つかなくなる前に、なぜ自分の行動に疑間を持つこと

ができなかつたのかと、今はとても後悔しています。

ら近所の人はみんな、息

子をかわいがつてくれま

した。

しかし、息子が中学を

卒業して仕事をし始めた

ころから状況が変わつて

ために車で外へ出まし

た。何件かの取引を済

ませた後、駐車場で一

服していると、警察官に

職務質問を受けました。

車の中には大麻と売上

金がありました。続々と

°
日

・

二■

20歳代、男性

麻
者

大
用

元
乱

r  、

50歳代、女性

大麻乱用
者の家族

5 令和5年度版 薬物乱用のない社会を

イ ,

ヨま
フ摯

=
物 舌L

私の息子は、過去に暴力団の組員と

_ヽ :

響多″



きました。自分でお金を稼ぐようになつてから、酒を飲

んで朝帰りをしたり、友達の家に泊まつて家に帰つてこ

なかつたりすることが増えました。しまいには、勝手に

部屋を借りてそこに住むと言つて家を出て行つてしま

いました。

当時、私は息子の様子が心配になり、空いた時間に

息子に電話をしたり、夫に叱つてほししヽと言つてみたり

してしヽたのですが、自分自身の仕事が忙しく、しつかり

と息子と向き合つて、話をすることができませんでした。

そんなある日、息子が家に帰つてきて「もう自分の

部屋には戻らない。実家|こ住む。」と言いました。その

時の息子は、なんだか落ち込んでいるような、何か|こ

怯えているような様子でした。このような息子を見る

のは初めてでしたので、何があつたのか問いただした

のですが、息子は詳ししヽ話をしてくれませんでした。

数日後、警察官が家に来て、息子は逮捕されました。

その時、私は、息子が暴力団の組員になっていたこ

一体、自分はどうやつて道を踏み外

したのだろう。でも、未成年だつた私が

自分でクスリを使う選択をしたこと、その後もクスリを

使い続けてきた事実は揺るぎません。

私が使つてきたクスリは覚醒剤です。これまで警察

に2回逮捕され、懲役経験もあります。

私は20歳そこそこで覚醒剤にはまり、明確にやめた

と断言できないまま時間は流れ、既に40代に突入しま

した。10代の頃、周りの不良仲間とタバコを吸つたり、

バイクで走つたり、しヽろんな悪さを繰り返していました。

そのような人間関係の中で、先輩が覚醒剤を使つてい

るという話が耳に入つてきました。

ある日、私はその先輩から覚醒剤をやらないかと誘

われました。「注射でやるのは、なんか怖いな。」とい

う気持ちもあつたし、「今更やらないとか、ダサくて言

えないな。」という気持ちもありました。でもクスリを

やることが、どこかかっこいいとしヽう気持ちが上回り、

覚醒剤を使うことにしました。

覚醒剤を使うことが常態化してくると、自分の周り

の人間関係はどんどん変化しました。それまで直接交

わることのなかつた薬物の売人や暴力団とのつながり

が増えました。覚醒剤の取引でトラブルとなり、相手

から金銭を脅し取られたことは、一度や三度ではあり

ません。

覚醒剤を使う頻度や量も、どんどん増えていきまし

た。最初の頃は先輩と一緒に覚醒剤を買つていました

が、そのうち一人でも買いに行くようになりました。

一生続く、苦しい闘い。

と、薬物の密売にまで関わつていたこと、そして、息子

自身も大麻を乱用していたことを初めて知りました。

私 |よ息子に、「薬物は絶対に手を出してはダメ。1度手

を出したら人生終わりだよ。」と言い間かせていただけ

に、大きなショックを受けました。

あとから息子に聞いた話ですが、暴力団から借金を

背負わされ、組員として薬物の密売をさせられていた

こと、息子が借りていた部屋は、大麻や覚醒剤を隠す

ための倉庫として使われ、警察に見つかれば、息子だ

けが捕まるような状況を作り上げられていたそうです。

息子が家に戻つてきたあの日、息子|よ私に助けを求

めていたのだと思います。

今となつて|よ、とんでもないことに巻き込まれ、怖く

なつて逃げ出してきた息子の気持ちになぜ気付かなかつ

たのだろう、それよりもつと前に、息子の変化に気付

しヽであげられれば、こんな結果にはならなかつたので

|よないかと、母親として責任を感じ、悔やんでいます。

当時、私には交際して

いた女性がしヽました。仕

事もしてしヽました。将来

のことを真剣に考え、よ

うやくですが覚醒剤をや

― イ̀
 ́ つ

ノ
~r

めたしヽという前向きな気

持ちも湧き上がりました。しかし、少しの間なら覚醒

斉」を使わずにいられるのですが、完全にやめることは

できませんでした。自分では覚醒剤をやめたしヽはずな

のに、気付しヽた時には、「1回ぐらいなら大丈夫。」、「今

回だけ。」そんなことばかり繰り返してしヽました。覚醒

剤をやめられない自分に嫌気が差し、無力に感じ、そ

のうち死にたいと思い始めました。自分がやつている

ことに対する罪悪感に押しつぷされそうになりました。

彼女のことを裏切つていると思い、涙があふれて止ま

らなくなりました。

それでも売人が用意した覚醒剤を目の前にすると、

早く体に入れたくてどうしようもなくなりました。さっ

きまで目の前に浮かんでいた彼女のことが一瞬で消え

去つてしまうのでした。

ある朝、警察が私の家にやってきました。目の前が

真つ暗になりました。私 |よ逮捕されました。逮捕され

たことで、彼女は私から離れていきました。

今、私は刑務所での刑期を終え出所しましたが、覚

醒剤をやめられたと言い切れる日は今後も一生来ない

と思います。

覚醒剤 |よそれほど恐ろしい薬物です。

40歳代、男性

元覚醒剤
乱 用 者

‐   ―‐1_  ・ ‐ |‐
. 6

やめようとしても、やめられない。



大麻を巡る情勢等 鰺ё
ヽ

● ●

大麻事犯検挙人員は、平成26年以降増加が続き、令和4年も、過去最多を記録した前年に続く高い

水準となりました。特に、20歳代が過半数を占めるなど、若年層を中心とした大麻の乱用拡大が問題
となつています。

令和4年の一定時期に大麻取締法で検挙された者のうち、違反態様が単純所持の者につ

いて、捜査の過程において明らかとなつた大麻に対する認識等は次のとおりです。

●危険 (有害)性の認識の

比較 1.6%

大麻に対する危険 (有害 )性の

認識は、「なし (全 くない。あまり

ない )」 が79.5%で、覚醒剤に対す

る危険 (有害 )性の認識と比較す

ると著しく低くなりました。

大 麻

2.1% 6.1%

覚醒剤

5.0%
■1全くなしヽ日■あまりない |■ あり■1大いにあり■:不明

●大麻を初めて使用した経緯・動機

大麻を初めて使用した経緯は、「自分から求めて」よりも、「誘われて」が最多であ欲 また、
「好奇心・興味本位」、「その場の雰囲気」が多くなつており、身近な環境に影響を受けて、

享楽的に大麻を使用する傾向があります。

全体 2.3% 2.8ツb

69.6%          20.6%。 9.3%
20歳未満

80.296        18.1°も 1.7%
20歳代

70.8%         26.62も  2.7%
30歳代

47.5%         37.50る    15.0%
40歳代

57.1%          35.7° 。  7.1%
50歳以上

50.0%           50.0° ′8

■誘われて ■自分から求めて ■その他

●危険 (有害)性を 全体

軽視する情報源 20歳未満

|:好奇心・興味本位
  3

■|その場の雰囲気

■■クラブ・音楽イベント等
■日の高揚感

lllパーティー感覚

|:ストレス発散・現実逃避

|:詠壱
感・陶酔効果を求

|:その他

.8% 6 2%
2.99る

33.0% 2.8% 4.0%1.99も 10.7%

7.6%

47.6%

54.79も 32.0% 1.7% 2.3%1.7

49.50/6 33.9% 1.2%3.9962.79′ ( 8.89も

41.50。              32.4% 6.3% 3.4961.1'。 15.3%
40歳代

33.39も               33.3%   9.0'66.4%    17.996
50歳以上

48.5。 )′。             27.3%        12.1%  12.1%

■ 友人・知人 ■ インターネット■ 雑誌等 ■ 密売人 ■ 交際相手 ■ その他

●大麻乱用者の実態

大麻及び覚醒剤に対する危険 (有害)性の認識の比較

42.3%

35.6% 39.1%    18.29る

大麻を初めて使用した経緯 (初回使用年齢層別 ) 大麻を初めて使用した動機 (20歳未満 )

21.5%
60.5%
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12.7%

大麻に対する危険 (有

害 )性を軽視する情報の

入手先については、「友

人・知人 」、「インター

ネット」が全体の80.6%
を占めました。

20歳代

30歳代

37.29る ノ

′

大麻に対する危険 (有害)性を軽視する情報源

//



●大麻の有害性

インターネット等では、「大麻は身体への悪影響がない」「依存性がない」などの誤つた情

報が氾濫していますが、大麻の有害性は特に成長期にある若者の脳に対して影響が大きい

ことも判明しています。

また、大麻はうつ病や記憶の障害を引き起こすなど、メンタルヘルスにも悪影響を与えます。

間違つた情報に流されず、正しい知識で判断しましょう。

大麻の有害性大麻の乱用による影響

知覚の変化
学習能力の

低下
精神障害

IQ(知能指数)

の低下
薬物依存

時間や空間の

感覚がゆがむ

短期記憶が

妨げられる
瞬時の反応が

遅れる

統合失調症やうつ病 短期・長期記憶や情  大麻への欲求が

を発症しやすくなる 報処理速度が下がる 抑えられなくなる

X出興:厚生労働省 i薬物乱用防止読本 1健康に生きようバート36」 から引用

●インターネットを悪用した売買や闇バイト募集

近年、大麻を始めとした違法薬物の売買に、SNSが悪用されています。

大麻の所持・売買は違法です。違反者には重い刑罰が科せられる可能

性があります。

SNSを通じた大麻販売の誘いや、「荷物を受け取るだけで報酬」など

のいわゆる闇バイトの募集には多くの危険も伴いますので、決して応じ

てはいけません。

0誘われたらどうする? 0大麻の違法栽培

●「はつきり、きつばり」断る

゛o′

」
●

“

"ヽ

●「話題を変える、その場から離れる

一人で悩まず、親、警察などに相談しましょう。

(全国の都道府県警察が開設している相談電
話の番号を10ページに掲載しています。)

興味ないし、
1回だけなら

大丈夫

すくやめられるよ

みんなやつてるよ
僕は (私は)

やらなしヽ

●′一日●.暉口や~●
い ―

'ン
“

γ 望
,■知inに
■にヽてい01

gr<rrar
■■い:|おい
●■尋l

日
■

“ “
‐ ゴミに出してい0メ .

外■●●■■ててtヽ

“

子

“

ない|

国警察相談専用電話 #9110
籠⊂亜亜亘

=憂
E)出

=:。

―覇|:“::・ 籍
Ctεハ″

●●された方 き

大麻の違法織嬌の可能性がある場所を見かけたら、まず相談

誤鰹i.

■■■
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運動失調

ヽ
１
１

少しでも迷つている様子を見せてしまうと、

また誘われてしまいます。誘われたときは、はつ

きりと断りましょう。

「そういえば … 可などと話題を変えて、相手
の誘いをかわしましょう。トイレなどの□実で、

その場から離れ (逃げ)ましょう。

●相談する

,察庁 厚生
"●

省

・
イ

ヘ

大麻を長く使い続ける影響

いらなしヽ
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海外渡航に伴う注意点

●密輸入の手□

覚醒剤が隠匿されたスーツケース   スーツケースに隠匿された覚醒剤

単純輸入

1年以上の有期懲役

営利目的

無期若しくは3年以上の懲役
情状により1,000万円以下の罰金を
併科

覚醒剤密輸入の罰則

●「運び屋」として利用されないために

薬物犯罪組織は、組織と関係のない旅行客を「運び屋」(注 )に勧誘することがあります。

運び屋にならない (されない)ために、海外へ渡航する際は次の点に気をつけてください。
(注 )航 空機等を利用して栞物を密輸する役割を担う者をいい、薬物犯罪組織とつなかりの薄い者がこれに当たることが多い。

じ不用意に他人から荷物やお土産を預からない

知人の紹介、元同僚、学校時代の先輩・後輩、恋愛関係を利用するなど、あらゆる人間関係を利用して

薬物を運ばせようと近付いてきます。知人・友人の誘いであつても注意が必要です。

「運ぶだけで報酬」などのうまい話に乗らない

「1回だけなら捕まらない」と安易に考えない

単純輸入

7年以下の有期懲役

営利目的

10年以下の懲役
情状により300万 円以下
の罰金を併科

大麻密輸入の罰則

●大麻成分入り食品に注意

海外では、大麻成分入りのキャンディ、クッキー、チヨコレー

ト等の食品が販売されていることがあります。

お土産として日本に持ち込もうとして検挙されたり、食べ

て救急搬送されたりするケースもありますので、海外旅行

や海外留学で渡航する際には、興味本位で□にしたり、国内

に持ち帰ろうとすることがないよう注意してください。

大麻キャンディ

STOP大麻

El7+uro!fr
置轟110年軒。■役

喧航先での

“

憑から.自分の来栞|を 守 |,ま しょう
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密輸入の手□として、航空機の利用客が覚醒剤を所持品等に隠匿して密輸入する携帯密

輸入があります。密輸入については、所持等と比較しても重い罰則が定められています。

`●
ロロロ

"■
■‐

▼
―
―

′『
琴冒|

L:[」

犯罪組織は、薬物とは打ち明けず、運べば報酬を払うと言つて荷物を

預けようとすることもありますが、そんなうまい話はありません。他人か

ら預かつた荷物でも、自分の携行品の中身について|よ責任を問われます。
「知らなかつた」、「分からなかつた」で1ますまされません。

密輸入はたとえ1回だけでも重罪ですから、安易な考え|よ禁物です。

ヽ

しヽ ■
ヽ

1 tヽr ヽ
′ヽ

大麻クッキー 大麻スナック



薬物乱用問題に関する相談電話

札幌 警察相談センター   011-241-9110  愛 知 警察安全相談

警察安全相談電話

県民の声 110番

覚醒剤 110番

北見 警察相談センター   0157-24-9110 覚醒剤 110番

青 森 警察安全相談室 017-735-9110 違法薬物 110番

警察安全相談電話    019-654-9110 覚醒剤 110番

銃器・覚醒剤 110番   022-266-1074  和歌山 薬物相談電話

警察相談専用電話   018-864-9110  鳥 取 薬物 110番

違法薬物相談 023-635-1074   島 根  覚醒剤相談電話

警察安全相談 024-525-8055   岡  ti」  覚醒剤110番

薬物・銃器ホットライン 03-3593-7970

函館

」ヒ
海 旭川
道

釧路

手

城

田

形

島

示

城

木

馬

玉

葉

警察相談センター

警察相談センター

警察相談センター

0138-51-9110

0166-34-9110

0154-23-9110

滋

大

兵

示

,=
刀ヽ

広

山

徳

香

愛

局

福

佐

長

熊

大

宮

重

賀

阪

庫

都

良

島 覚醒剤・麻薬相談電話

□ 警察総合相談室

島 覚醒剤追放ダイヤル

岡 薬物 110番

賀 警察相談室

薬物 110番

拳銃・覚醒剤相談電話

覚醒剤相談コーナー

違法薬物・拳銃 110番

企業対象暴力・けん銃・

薬物相談電話

麻薬 110番

052-953‐9110

059-224-9110

077-525-0110

06-6943-7957

078-361-0110

075-451-7957

0742-33‐ 1818

073-425-4615

0857‐ 26‐3774

0852-27-4697

086‐ 233‐7867

082-227‐ 4989

083-923-9110

088-653‐ 4444

087-831-0110

089-931-9110

088‐ 822‐ 1074

092-641-4444

0952-26‐ 9110

0120-110-874

096-384-4444

097-537-8918

0985‐ 20-1074

099-255-0110

098‐862‐ 1483

今和4● 12月末現在

岩

宮

秋

山

福

東

茨

栃

群

埼

千

薬物乱用 110番 029-301-7979

覚醒剤 110番 028‐624‐ 1074

警察安全相談

けいさつ

総合相談センター

相談サポートコーナー

027-224-8080 川 警察総合相談電話

048-822-9110 媛 警察相談専用電話

043-227-9110 知 銃器薬物相談電話

神奈川 警察総合相談 045-664-9110

新 潟 けいさつ相談室 025-283-9110

山 梨 薬物 110番 055-228-8974

長 野 警察安全相談 026‐233-9110

ふれあい相談室 054-254-9110

警察本目談専用電話    076-442-0110

警察安全相談電話   076‐225-9110  鹿児島

覚醒剤相談電話 0776‐ 21-4618    沖  縄

崎

本

分

崎

静

富

石

福

岐

岡

山

川

井

阜 警察安全相談室 058‐272‐9110
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薬物乱用防止関係リンク先

警察庁
大麻対策の広報啓発ウェブサイト

https://www. n pa.go. jplbu reaulsosikiha nzail
yakubutu.iyuki/illegal cannabis/National Police Agency

ヽ

0 厚生労1動省
0と .く らし.み らいのために

Minislry oI Heallh, Labour and Welf are

https://www.mhlw.go.jplstf/seisakunitsuite/
bunya/kenkou iryou/iyakuhin/
yaku butu ra nyou/index.htm I

薬物乱用防止教育●

|1文 部利字省 http://www.mext.go.jpla_men u /kenko /
hoken/1 353626.htm

薬物乱用防止に関する情報

編集 。発行 警察庁組織犯罪対策第二課薬物銃器対策室


